
京都市農業委員会告示第４号 

 

農業委員会等に関する法律第２７条第１項及び京都市農業委員会規則第１０

条の規定に基づき，京都市農業委員会総会を次のとおり開催します。 

 

令和３年８月２日 

 

京都市農業委員会会長 戸田 秀司 

 

（京都市農業委員会事務局） 

 

 開催予定日時 開催場所 

第 30 回 
令和 3 年 8 月 10 日（火） 

午後 2 時 

京都市伏見区深草中川原町 13 

京都市花き地方卸売市場研修室 

第 31 回 
令和 3 年 9 月 14 日（火） 

午後 2 時 

京都市右京区京北周山町上寺田 1 番地の 1 

京都市京北合同庁舎大会議室 

第 32 回 
令和 3 年 10 月 12 日（火） 

午後 2 時 

京都市伏見区深草中川原町 13 

京都市花き地方卸売市場研修室 

第 33 回 
令和 3 年 11 月 9 日（火） 

午後 2 時 

京都市右京区京北周山町上寺田 1 番地の 1 

京都市京北合同庁舎大会議室 

第 34 回 
令和 3 年 12 月 14 日（火） 

午後 2 時 

京都市伏見区深草中川原町 13 

京都市花き地方卸売市場研修室 

第 35 回 
令和 4 年 1 月 12 日（水） 

午後 2 時 

京都市伏見区深草中川原町 13 

京都市花き地方卸売市場研修室 

第 36 回 
令和 4 年 2 月 8 日（火） 

午後 2 時 

京都市伏見区深草中川原町 13 

京都市花き地方卸売市場研修室 

第 37 回 
令和 4 年 3 月 11 日（金） 

午後 2 時 

京都市伏見区深草中川原町 13 

京都市花き地方卸売市場研修室 


